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緊急の事件・事故は 

 

  

運動期間  
１０月１１日（金）～１０月２０日（日） 

運動重点 
１ 子供と女性の犯罪被害防止 
２ 特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止 
３ 自転車盗・万引きの被害防止 
４ 車上ねらいの被害防止 

 
運動目的 
この運動は、防犯協会を始めとする地域安全に関係する機関、団体及び警察が期間を定めて、地域

安全活動を更に強化するとともに、相互の連携を一層強め、地域安全活動の効果を最大限に上げ

て一層の浸透と定着を図り、安心して暮らせる地域社会の実現を目指すものです。 

 

 

  

  

  
ストーカー、ＤＶ被害を受けた。児童虐待を受け

た。また、そんな被害を受けていると思われる人

を見つけたら警察に通報・相談してください。 

ＤＶ被害 児童虐待 

  

ＳＮＳ型ロマンス詐欺・投資詐欺被害防止 

ＳＮＳを通じた儲け話や会ったことのない人
からのお金の要求は詐欺だと疑いましょう。 

結婚費用 
にするから 
送金して 
 

利益を現金
にする手数
料を送金し
てください 
 

  

罪の意識がなくても犯罪です 

悪気がなく軽い気持ちでやったとしても自転車盗・

万引きは犯罪（窃盗）です。検挙されて反省・後悔

する前にやめましょう。 

車内に貴重品を放置しないでください 

  

万引き 自転車盗 

ＤＶ被害、児童虐待は警察に通報・相談 

 

○○を盗まれて車の修理代も 

車内に貴重品を放置しないでください。 

ドアロックしていても窓ガラスが割られて 

盗まれてしまいます。 


